
医
療

安
全

支
援

セ
ン

タ
ー

の
制

度
化

（
医

療
法

）
 

 

都
道
府
県
等
が
設
置
す
る
医
療
安
全
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
医
療
法
に
位
置
づ
け
る
。

（
都
道
府
県
等
：
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
）

医
療

安
全

支
援

セ
ン

タ
ー

と
は

 
○
 
H
1
5

年
度

よ
り

都
道

府
県

等
及

び
二

次
医

療
圏

に
お
い
て
、
医
療
に
関
す
る
患
者
・
家
族
等
の
苦

情
・
心
配
や
相
談
へ
の
迅
速
な
対
応
や
医
療
機
関

へ
の
情
報
提
供
を
行
う
た
め
設
置
 

 基
本

方
針

 
○
 
中
立
的
な
立
場
で
、
他
の
相
談
窓
口
と
連
携
し
な

が
ら

、
患

者
・
家

族
等

と
医

療
関

係
者
・
医

療
機

関
の
信
頼
関
係
の
構
築
を
支
援
。
 

 業
務

 
○
 
苦
情
・
相
談
へ
の
対
応
、
関
係
者
の
連
絡
調
整
 

○
 
求
め
に
応
じ
て
、
医
師
等
の
専
門
家
を
派
遣
 

○
 
医
療
安
全
施
策
の
普
及
・
啓
発
（
医
療
機
関
に
関

す
る
情
報
提
供
や
指
導
・
助
言
を
含
む
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
等

 

従
来

は
、

法
律

上
の

位
置

づ
け

が
な

く
、

機
能

が
明

確
で

な
い

。
 

○
 そ

の
機

能
や

取
組

が
各

都
道

府
県

で
異

な
っ

て
い

る
。

 

○
 国

民
に

と
っ

て
そ

の
機

能
が

わ
か

り
に

く
い

。
 

●
「

都
道

府
県

等
は

、
医

療
安

全
支

援
セ

ン
タ

ー
を

設
置

す
る

よ
う

努
め

る
」

 

 機
能

 

○
苦

情
・
相

談
へ

の
対

応
（

必
要

に
応

じ
て

、
医

療
機

関
の

管
理

者
及

び
患

者
等

に
助

言
）

 

○
医

療
安

全
の

確
保

に
関

す
る

必
要

な
情

報
の

提
供

 

○
医

療
機

関
の

管
理

者
、

従
業

者
に

対
す

る
医

療
安

全
に

関
す

る
研

修
の
 

実
施

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
等

 

公
示

の
義

務
付

け
 

○
都

道
府

県
等

は
そ

の
名

称
及

び
所

在
地

を
公

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 ●
国

は
、

都
道

府
県

等
に

、
情

報
提

供
、

助
言

等
の

援
助

を
行

う
。

 

医
療
法
に
位
置
付
け
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